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総 務 委 員 会 報 告 資 料

令和４年９月２６日 

件 名 労働者協同組合法の施行に伴う指定管理者制度等の取り扱いについて 

所管部課名 
政策経営部 政策経営課、総務部 特命・調査担当課、総務部 契約課、

会計管理室 

内 容 

労働者協同組合法が令和４年１０月１日に施行され、新たな法人形

態として「労働者協同組合」を設立可能となる。現在、指定管理の指

定を受けているＮＰＯ法人が労働者協同組合に組織変更する場合の取

り扱い等について、以下のとおり報告する。 

１ 労働者協同組合法の概要について 

別紙の国資料のとおり。 

２ 指定管理者制度における取り扱いについて 

  現在、指定管理者であるＮＰＯ法人が労働者協同組合に組織変更

する場合、当面の期間においては、組織変更に係る関係書類等をも

って法人の同一性の担保がとれれば、継続して指定管理者として取

り扱う予定とする。 

３ 会計手続き及び指定管理以外の契約手続きの取り扱いについて 

  労働者協同組合への組織変更に関し、会計手続き（債権者登録の

変更）や指定管理以外の契約手続き（※）については、通常、事業

者が商号変更をする際と同様に対応可能である。 

※ 電子登録業者は東京電子自治体共同運営電子調達サービスへの

変更入力等を行い、その他の業者は登録変更届等を区へ提出。 

【参考】ＮＰＯ法人等から労働者協同組合への組織変更 

労働者協同組合法では、現に活動するＮＰＯ法人等が労働者

協同組合に組織変更を行うための規定が設けられており、組織

変更ができる期間は法施行日から３年以内に限ることとされて

いる。 

問 題 点 

今後の方針 

指定管理者制度における組織変更等については、今後も国、都の通知

や他自治体の事例等を踏まえ適宜対応していく。 
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労働者協同組合法について

１ 法制化の必要性

○ 持続可能で活力ある地域社会を実現するため、

出資・意見反映・労働が一体となった組織であって、地域に貢献し、地域課題を解決する

ための非営利の法人を、簡便に設立できる制度が求められている。

○ 現行法上、このような性質を備えた法人形態は存在しないため、新たな法人形態を法制化

する必要がある。

企業組合 ＮＰＯ法人 労働者協同組合

出資 ○ × ○

設立 認可主義 認証主義 準則主義

２ 労働者協同組合法のポイント

○ 組合の基本原理に基づき、組合員は、加入に際し出資をし、組合の事業に従事する者とする。

〇 出資配当は認めない（非営利性）。剰余金の配当は、従事分量による。

○ 組合は、組合員と労働契約を締結する（組合による労働法規の遵守）。

○ その他、定款、役員等（理事、監事・組合員監査会）、総会、行政庁による監督、企業組合

又はＮＰＯ法人からの組織変更、検討条項（施行後５年）等に関する規定を置く。

労 働 者 協 同 組 合 
組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、

組合員自らが事業に従事することを《基本原理》とする組織 

生活との調和を保ちつつ、意欲・能力に応じて就労する 
機会が必ずしも十分に確保されていない現状等

法整備

組合を通じて

多様な就労の機会の創出 

そして

持続可能で活力ある地域社会の実現

地域における多様な需要に 

応じた事業の実施 

【事業の具体例】 

介護・福祉関連 

（訪問介護等） 

子育て関連  

（学童保育等） 

地域づくり関連 

（農産物加工品直売

所等の拠点整備、総

合建物管理等） 

若者・困窮者支援

（自立支援等） 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料

令和４年９月２６日 

件 名 足立区ＳＤＧｓ未来都市計画の策定について 

所管部課名 政策経営部 ＳＤＧｓ未来都市推進担当課 

内 容 

足立区は今年度、内閣府が公募するＳＤＧｓ未来都市及び自治体Ｓ

ＤＧｓモデル事業に選定されたことを受けて、足立区ＳＤＧｓ未来都

市計画を策定したので以下のとおり報告する。 

１ ＳＤＧｓ未来都市計画について 

  本計画は、先に内閣府に提出している「ＳＤＧｓ未来都市等提案

書」をベースに、個人情報等を修正したものである。 

  詳細は別添資料のとおり。 

２ 足立区ＳＤＧｓ未来都市計画の概要 

（１）２０３０年あるべき姿

「誰もが一歩踏み出せるレジリエンスの高いまち」

地域の課題として、区の活力を蝕む「貧困の連鎖」と払拭しき

れない「マイナスイメージ」を挙げている。この２つの高い壁を

乗り越えていくことを区としても目指していきたいし、子どもた

ちや区民の方々にも逆境を乗り越えられる力を身につけてもらい

たいという意図である。 

（２）主な取組テーマ

・ 区の根底課題である「貧困の連鎖解消」と「区に対するマ

イナスイメージの払拭」を進める施策展開する。

・ 全体計画に盛り込んだ事業は、これまで区が取り組んでき

た事業が中心。

・ モデル事業は、エリアデザインにより大きく変わる転機を

迎えている綾瀬で展開。「まちの力」を引き出しながら西

口高架下の改善や東口駅前広場の活用等を進め、イメージ

改善や子どもの体験・経験の場を生み出していく。

（３）今後のスケジュール

１０月～ 啓発冊子・特設サイト等の作成

１１月～ アヤセ未来会議の実施

１１月～ 高架下空き店舗の撤去工事

問 題 点 

今後の方針 

多くの区民、事業者に本計画を知ってもらい、ＳＤＧｓに取り組ん

でもらうため、今後は啓発冊子や特設サイトを作成するなど、啓発活

動を強化していく。 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料

令和４年９月２６日 

件 名 
ＳＤＧｓモデル事業「アヤセ未来会議」の実施に伴う簡易型プロポーザル

の事業者選定結果について 

所管部課名 政策経営部 ＳＤＧｓ未来都市推進担当課 

内 容 

ＳＤＧｓモデル事業である「アヤセ未来会議」の運営事業者をプロ

ポーザル方式により決定したので、以下のとおり報告する。 

１ 委託事業者 

  株式会社エンパブリック 

（東京都文京区弥生二丁目１２－３ ２階・３階） 

２ 委託期間 

令和４年契約確定日～令和５年３月３１日（金） 

※ 評価委員会の評価が良好な場合に限り、１年を単位として

２回を限度に更新が可能

３ 主な委託内容 

（１）「アヤセ未来会議」の企画、運営（全５回）

（２）参加者へのフォローアップ、問い合せ対応

（３）メディア制作、レポート配信

４ 契約予定価格 

４，３８９，０００円（消費税込） 

５ 選定結果  

提案事業者 得点（３００点満点） 

株式会社エンパブリック ２４４点 

第２順位事業者 ２１７.３３点 

第３順位事業者 ２１４点 

第４順位事業者 ２０３点 

第５順位事業者 １６０.６８点 

６ 今後の予定 

令和４年８月  特定事業者との仕様内容の協議 

９月  契約請求、随意契約締結 

１０月  参加者募集（公募予定） 

１１月～ 業務開始 

問 題 点 

今後の方針 

ＳＤＧｓ未来都市への提案の中で当区が掲げた２０３０年のあるべ

き姿の実現に向け、モデル事業を着実に推進していく。 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料

令和４年９月２６日 

件 名 
ＳＤＧｓモデル事業「高架下 LAB」の実施に伴う公募型プロポーザルの実

施について 

所管部課名 政策経営部 ＳＤＧｓ未来都市推進担当課 

内 容 

ＳＤＧｓモデル事業である「高架下ＬＡＢ」の運営事業者を選定す

るため、公募型プロポーザルを実施する。 

１ 業務名 

足立区のＳＤＧｓ推進にかかる綾瀬駅西口高架下空き店舗運営業 

務委託 

２ 主な業務内容 

（１）地域のニーズ・特性を踏まえた、場づくりの検討・実施

（２）子どもたちの体験、まちづくりへの参加意欲の高い人材の活躍

に資する独自イベントの企画・運営

（３）街のイメージを高め、賑わいの創出に資する情報発信

（４）施設の内装整備・維持・管理

３ 想定する事業例 

プロポーザルにて事業内容は決めていくが、現時点で区としては

下記のものを想定している。今後、アヤセ未来会議の参加者たちと

活用方法について考え、ブラッシュアップしていく。 

（１）人と人をつなぐコミュニティースペース

多目的に利用できるカフェ・シェアキッチンを設置して、人が

自然と集い、つながる空間を創設する。シンクや調理器具等は一

定程度区が用意する。いつか自分のお店を持ちたい方が、カフェ

や飲食店の営業にチャレンジできる場も想定。 

（２）住民同士の趣味や文化の発信拠点

手造り雑貨等の販売やおすすめ書籍の展示を自由に行えるシェ

ア棚や壁面ギャラリーなど、区民自らの特技や趣味を発信する場

とするほか、小商いにチャレンジできる場も想定。 

（３）学校だけでは学ぶことができない特別な経験をする機会

仲間たちと、会社設立、事業計画書の作成、資金調達など起業

のプロセスを疑似体験するプログラムなどの実施を想定。 

（４）定期イベント

トークショー、マルシェ、ワークショップなど様々なジャンル

のイベントを定期開催する。 
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４ 履行期間 

令和５年４月１日（土）～令和１０年３月３１日（金） 

※ 年１回、評価委員による評価あり。

５ 提案限度価格 

１３７，５００，０００円（消費税込） 

※ ５年間の総額

６ 選定会議委員 

（１）有識者  ２名 

（２）区職員  ３名 

（３）一般区民 ２名

７ 今後の予定 

１０月上旬～下旬 提案事業者募集 

令和５年１月中旬 選定結果公表 

問 題 点 

今後の方針 

ＳＤＧｓ未来都市の提案で掲げた２０３０年のあるべき姿の実現に

向け、円滑な事業運営ができる事業者の選定に努めていく。 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和４年９月２６日 

件 名 
「足立区デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画（案）」の策定

とパブリックコメントの実施について 

所管部課名 政策経営部 ＩＣＴ戦略推進担当課 

「足立区デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画（案）」

の策定とパブリックコメントの実施について、以下のとおり報告する。 

１ 策定の目的 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響による急速なデジタル化への対応や

人口減少社会における行政サービスの質の維持・向上を図るため、ＩＣＴ

技術の活用により「どうすれば課題を解決できるか」の心構えを持つ人材

の育成と、真に必要な業務以外は「行かない」「書かない」「待たせない」

で手続ができる区役所の実現に向け、ＤＸ推進計画の策定に取り組むこと

とした。 

２ 策定の経緯 

・ 平成２５年３月策定の「足立区情報化推進計画」計画期間が終了す

る平成２９年度前より、現計画を評価・検証するとともに、次期計

画の検討に着手したが、庁内のＩＣＴやデータ利活用の方向性がま

とめ切れなかったことから、計画の策定に遅れが生じた。

・ ＩＣＴの環境変化や国によるデータ利活用等の計画を踏まえ、外部

有識者を含む検討委員会を令和２年５月に設置し「（仮称）ＩＣＴ

戦略推進計画」の策定に着手した。

・ その後、令和２年１２月の総務省「自治体デジタル・トランスフォ

ーメーション（ＤＸ）推進計画」の策定や、令和３年９月の「デジ

タル社会形成基本法」施行及びデジタル庁創設などの流れを受け、

区としても計画を根本的に見直し「ＤＸ推進計画」の策定に取り組

むこととした。 

３ 策定のポイント 

（１）「人材育成」と「区民サービス」の視点から、ＤＸの推進で目指す２

つの将来像と、将来像実現に向けた８つの取組事項を設定した。 

（２）ＩＣＴ技術等を駆使し課題解決に挑戦する職員の育成を取組事項の核

とした。 

8



４ パブリックコメントの募集期間等 

（１）募集期間

令和４年１０月１日～令和４年１０月３０日

（２）パブリックコメントにおける資料（別添資料１）

足立区デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画（案） 

（３）周知及び資料配布

・ あだち広報９月２５日号による告知及び区ＨＰによる周知

・ 資料を政策経営課、区政情報課、戸籍住民課、区民事務所窓口、

中央図書館において配布

５ 今後の予定 

  令和４年１２月 パブリックコメントの結果及び意見に対する区の考え

方を総務委員会に報告 

  令和５年 １月 パブリックコメントの意見を踏まえ、計画案に必要な

修正を加え計画を策定 

問 題 点 

今後の方針 
パブリックコメント実施に向けて計画案の周知に努めていく。 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和４年９月２６日 

件 名 中期財政計画の見直しの進捗状況について 

所管部課名 政策経営部財政課 

内 容 

足立区中期財政計画の見直しの進捗状況を以下のとおり中間報告する。 

１ 現行の中期財政計画（H29～R6）の分析 

「現行の中期財政計画で想定した見込額」と「決算額」を比較すると、

｢歳入｣｢基金現在高｣｢地方債現在高｣に大きな乖離が生じている。 

【乖離の主な原因】 

特別区民税や財政調整交付金などの歳入が景気動向等により増収と

なったことで、想定以上に基金の積立が可能になり、地方債の借入額

を抑えることができたため。 

※２ H29・H30はやや上
向くが、先の景気動向

が不透明なことから、
R元以降は H28当初予
算並で算定。

※１ H29・H30 はやや上

向くが、先の景気動向
が不透明なことから、R
元以降は横引きとした。

【H29～R3 乖離合計】 

１４０億円 

【H29～R3 乖離合計】 

５３９億円 

417 419 419 419 419 

426 

438 

451 

460 458 

400

410

420

430

440

450

460

470

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

特別区民税の推移（億円）

（差）３９億円

（差）４１億円

（差）３２億円

（差）１９億円

（差）９億円

現行の中期財政計画 ※１

決算額

951 951 945 945 945 

1,004 

1,108 

1,129 

993 

1,042 

850

900

950

1000

1050

1100

1150

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

財政調整交付金の推移（億円）

（差）９７億円

（差）４８億円

（差）184億円

（差）157億円

（差）５３億円

現行の中期財政計画 ※２

決算額
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■基金全体

【基金全体の積立額】H29～R3の 5年間の決算額との差は 926億円（単位：億円） 

 

【基金全体の取崩額】H29～R3の 5年間の決算額との差は 76億円（単位：億円） 

■地方債

【地方債の借入】H29～R3の 5年間の決算額との差は 271億円 （単位：億円） 

【地方債の返済】H29～R3の 5年間の決算額との差は 41億円 （単位：億円） 

H29 H30 R1 R2 R3 合計

（a）現行の中期財政計画 54 91 36 63 80 324
（b）決算額 20 16 2 13 2 53

（c）差額（b－a） △ 34 △ 75 △ 34 △ 50 △ 78 △ 271

H29 H30 R1 R2 R3 合計

（a）現行の中期財政計画 66 58 54 63 71 312
（e）決算額 63 54 47 50 57 271

（f）差額（e－d） △ 3 △ 4 △ 7 △ 13 △ 14 △ 41

※現行の中期財政計画の主な積立額：財政調整基金 30 億円/年、義務教育基金 20～30 億円/年

H29 H30 R1 R2 R3 合計

（b）決算額 237 264 236 209 289 1,235

（c）差額（b－a） 180 197 180 144 225 926

56（a）現行の中期財政計画 57 67 65 64 309

※３ 現行の中期財政計画
の基金現在高は、Ｈ28年
度決算額（最終の積立･取

崩額）が反映できていない
ため、35億円の差がある。 

※△76 億円の要因：歳入額が想定よりも多くなり、基金を取り崩さずに済んだため。

※ 

※ 

H29 H30 R1 R2 R3 合計

（e）決算額 111 172 95 157 299 835

（f）差額（e－d） △ 39 △ 3 △ 73 △ 62 101 △ 76

911（d）現行の中期財政計画 149 175 169 220 198

※△41 億円の要因：借入を想定より抑えられた結果、返済必要額が減少したため。

※ 

1,280 
1,172 

1,059 
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770 

1,534 
1,625 

1,766 
1,817 1,807 
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Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

基金現在高の推移（年度末） 【一般会計】（億円）

（差）1,037億円

現行の中期財政計画 ※３

決算額

448 
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256 
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Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

地方債現在高の推移（年度末）【一般会計】（億円）

（差）２４０億円

現行の中期財政計画

決算額
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２ 令和５年度から１０年度までの歳入・歳出の見込み 

（１）全体額

令和５～１０年度の６年間の歳入と歳出の差は、令和４年９月時

点で△３８４億円と想定され、基金取崩や地方債の借入などの財源

対策（補てん）が必要になる。 

（２）歳出見込み

ア 扶助費

・ 扶助費は、令和５年度以降も増えることが想定される。

・ 主な増要因は、障がい者自立支援給付費がサービスの利用者

増加に伴い、令和３年度までの１０年間で約２倍に増加して

いることから、扶助費全体で年間１．５%程度の伸びを見込

む。

1,051 1,049 
1,081 

1,099 

1,289 

1,195 

1,198 1,216 1,234 1,253 
1,273 1,294 

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

【扶助費の推移】

当初予算決算額 見込み

（億円）

【R3】臨時給付金(住民税非課税

世帯、子育て世帯等)による増

3,154 

2,979 

3,123 

3,163 

3,297 

3,239 

3,281 

3,061 

3,093 

3,199 
3,160 

3,207 

2,950

3,000

3,050

3,100

3,150

3,200

3,250

3,300

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

【歳入・歳出の見込み】（億円）

R6:△６２億円 ①

R7:△７０億円

R8:△９８億円

R9:△７９億円

R10:△７５億円

【前提条件】 
・財調基金：年間 40 億円の取崩しを見込む
・他基金 ：年間平均 165 億円の取崩しを見込む
・地方債 ：適債事業を見込む(10～40 億円)

Ｒ５～Ｒ１０年度（①～⑤） 

累計△３８４億円の不足 

（年平均△６４億円の不足） 

歳出 

歳入 
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イ 投資的事業

・ 中期財政計画の見直しに先立ち、各部に調査した現時点での

大規模改修等の計画に基づき、令和５年度から１０年度の６

年間の投資的事業の見込み額を２，５４５億円と算定。

・ 特に令和８年度以降は、大型施設（ギャラクシティ､総合ス

ポーツセンター、東綾瀬公園温水プール、シアター1010等）の

更新が集中し、投資的事業の経費が増えることが想定される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

・公共施設の更新が集中する令和８年度以降について、大型施設の

工事内容の精査により、改修の必要性や工事の時期、手法を明確

にし、経費の平準化を図る必要がある。

・併せて、施設利用者の安全を確保するために、安易に先送りする

ことなく、必要な工事費の財源確保に努める｡

315 
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H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

【投資的事業の推移と令和５～１０年度の予定】

【R10大規模改修予定】

※東綾瀬公園温水プール 6億円

※シアター1010 40億円

決算額 当初予算 見込み

（億円）

【R3】小・中学校改築事業の集中

鉄道立体化推進事業の進捗等

による増

【大規模改修予定】

※ギャラクシティ（Ｒ7-8）81億円

※総合スポーツセンター（Ｒ8-9）58億円

【学校改築予定】

R8 2校

R9・10 3校

※印の施設は、実施時期・工事手法など改修のあり方を今後検討する施設

平準化の検討が必要

【令和５年度～令和１０年度　投資的事業の内訳】 （単位：億円）

R5 R6 R7 R8 R9 R10
R5～R10

計

73 107 101 183 120 90 674

113 103 91 119 145 148 719

144 116 109 176 105 139 789

15 27 37 10 10 10 109

31 48 37 39 44 55 254

376 401 375 527 424 442 2,545

ｷﾞｬﾗｸｼﾃｨ32億円 ｷﾞｬﾗｸｼﾃｨ49億円 東綾瀬公園温水ﾌﾟｰﾙ6億円

梅田八丁目20億円 梅田八丁目30億円 ｼｱﾀｰ1010 40億円

鋸南自然の家11億円 鋸南自然の家17億円

総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ29億円 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ29億円

区立小学校1校19億円 区立小学校2校46億円 区立小学校3校70億円 区立小学校2校52億円

区立中学校1校35億円 区立中学校1校32億円 区立中学校1校24億円

区画街路第9号線10億円 区画街路第9号線10億円 区画街路第9号線10億円 区画街路第9号線52億円

市街地再開発2億円 市街地再開発12億円 市街地再開発12億円 市街地再開発5億円 市街地再開発17億円

補助第138号線江北3億円 補助第138号線江北5億円 補助第138号線江北7億円 補助第138号線江北9億円 補助第138号線江北4億円

補助第256号線21億円 補助第256号線18億円 補助第256号線1億円 補助第256号線3億円 補助第256号線3億円 補助第256号線3億円

①～⑤計

上
記
の
う
ち
主
な
投
資
的
事
業

一般施設

学校施設

インフラ

⑤その他

区分

①一般施設

②学校施設

③インフラ
（道路・まちづくり）

④情報システム
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（３）歳入見込み

ア 特別区税

特別区民税は微増見込み（※）であるが、特別区たばこ税が減

額見込みであることから、特別区税全体では令和１０年度は令和

５年度比△０．７％を見込む。 

※ 令和４年度の特別区民税は当初予算額よりも増加となる見込みであ

ること、これまでの実績から令和６年度以降は納税義務者が増加予定で

あることから、微増を見込む。ただし、令和５年度に復興税が終了する

ことに伴い、令和６年度は微減（△１億円）を見込む。

イ 財政調整交付金

ＧＤＰ成長率による地方税収予測（※）に基づき、令和６年度以降、

増を見込む。 ※中長期の経済財政に関する試算（R4.1.14経済財政諮問会議提出資料） 
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【特別区税の推移】（億円）

479478477476475476

456458460
451

438
426

当初予算決算額 見込み

特別区税 

特別区民税 

1,004 
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1,129 

993 

1,042 

1,032 
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【財政調整交付金の推移】（億円）

当初予算決算額 見込み

【R10】Ｒ５年度比で

５．６％増

【R２】税制改正等

の影響による減収
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（４）財源対策

ア 基金（令和５～１０年度）

（ア）取崩額

・ 令和５～１０年度の大規模改修等の計画に基づき、公共

施設建設資金積立基金、義務教育施設建設等資金積立基金

等の各基金の活用を想定。

・ 基金取崩にあたり、令和１０年度末の各基金現在高を、翌

年度以降の財政運営に支障が出ないよう、少なくとも２年

分以上（令和１１･１２年度分の見込額７０８億円）を残

す形で、取崩額を算定した。

・ なお、不足額への財源対策は､歳出削減または財政調整基

金のさらなる取崩が必要となる｡現時点では、過去３年間

の実績に基づき､令和６年度以降の財政調整基金の取崩

額を年間４０億円と見込む｡

（イ）積立額

・ 現時点では､基金全体で年間６７億円の積立を見込んでいる｡

【今後の方向性】 

「現行の中期財政計画で想定した基金現在高の見込額」と「基金

現在高の決算額」が乖離しているため、計画上の積立額を再検討し、

乖離が大きくならないようにする。 
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991 

847 
708 

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

【基金現在高の見込み（年度末）】（億円）

現行の中期財政計画と決算額との

乖離を踏まえ、積立額の増を今後検討

(単位:億円）

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０

積立額 35 35 35 35 35 35
取崩額 65 40 40 40 40 40

年度末現在高 359 354 349 344 340 335

積立額 20 0 10 0 20 0
取崩額 44 60 61 103 61 52

年度末現在高 386 327 276 173 133 81

積立額 0 5 2 5 0 25
取崩額 45 56 75 60 82 74

年度末現在高 463 413 341 287 205 156

積立額 12 27 20 27 12 7
取崩額 53 29 26 39 30 41

年度末現在高 207 204 198 186 169 136

積立額 67 67 67 67 67 67
取崩額 207 185 202 242 213 207

年度末現在高 1,415 1,298 1,164 990 847 708

(a)財政調整基金

(b)公共施設建設
資金積立基金

(c)義務教育施設建設等
資金積立基金

(d)その他基金

基金合計(a+b+c+d)
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イ 地方債

（ア）借入

令和５～１０年度の地方債の借入は、学校改築やインフラ事業

に活用予定であるが、令和８年度以降に投資的経費が増えること

が想定されるため、借入額の増加が見込まれる。 

 

（イ）現在高の見込み

・ 令和５～１０年度の借入を、（ア）のとおり見込んだ場合、

令和７年度以降の地方債現在高の増加が見込まれる。

【今後の方向性】 

将来に過度な負担を残さないよう、歳入の状況を踏まえつつ、極

力「返済額＞借入額」になるように適債事業を精査し、可能な限り

借入額を減らすことで、地方債現在高を減らしていく。 
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【地方債の借入と返済の推移】（億円）

【R8-10】投資的経費の増加に

伴う、借入額の増見込
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【地方債現在高の見込み（年度末）】（億円）

将来に過度な負担を残さないよう、

極力「返済＞借入」となるよう努める

当初予算決算額 見込み

0 
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３ スケジュール 

令和４年１２月まで 一般施設のマネジメント計画との整合 

大型施設の大規模改修検討 

６年間の財政フレーム精査、当初予算整合 

区議会第四回定例会に中間報告予定 

令和５年 ２月 区議会第一回定例会に報告予定 

問 題 点 

今後の方針 

・ 今回見直しの中期財政計画について、適正な積立額を検討し、乖離が

大きくならないようにする。

・ 投資的事業は、特に大型施設（ギャラクシティ､総合スポーツセン

ター、東綾瀬公園温水プール、シアター1010）の大規模改修方針を

検討するとともに、地方債借入についても、各年度の歳入状況を踏ま

えつつ、極力借入額が返済額を上回らないよう努める。 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和４年９月２６日 

件  名 令和４年度都区財政調整交付金の当初算定について 

所管部課名 政策経営部 財政課 

内  容 

令和４年度都区財政調整の区別算定結果について報告する。 

１ 都区財政調整交付金（当初算定） 

（１）２３区全体 (単位：億円) 

3年度 4年度
20,904 22,320 1,416
12,128 12,335 207
8,776 9,985 1,209

内訳 財源不足額 8,935 10,137 1,202
財源超過額 159 152 △7 （増減率）

8,935 10,137 1,202 13.4%（普通交付金総額）

差

区  分 増減額
当初算定額

基準財政需要額
基準財政収入額

企業収益の堅調な推移を背景とした市町村民税法人分の大幅な増収に 

より、特別区全体の交付額は１３．４％増の１兆１３７億円となった。 

（２）足立区 (単位：億円) 

3年度 4年度
基準財政需要額 1,524 1,627 103
基準財政収入額 607 615 8 　(増減率)
差(普通交付金) 917 1,012 95 10.3%

区   分
当初算定額

増減額

  特別区全体の交付額の増に伴い、足立区の交付額も前年度比で９５億円 

増の１,０１２億円となった。 

※ 金額は表示単位未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、加減乗除した金額に

一致しない場合がある。

【参考】普通交付金について 

・ 交付額(多い順)足立区－江戸川区－練馬区－葛飾区－板橋区

・ 不交付区は、前年度と同様、港区、渋谷区である。

問 題 点 

今後の方針 

普通交付金の財源１兆５３９億円に対し、交付額は１兆１３７億円と、差し引

き４０２億円の算定残が生じているが、都税収入の見込みが確定した時点で、再

調整が行われる予定である。 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和４年９月２６日 

件 名 
足立区ＬＩＮＥ公式アカウントの機能拡張と簡易公募型プロポーザル 

の実施について 

所管部課名 政策経営部 報道広報課 

内 容 

令和２年９月から運用している「足立区ＬＩＮＥ公式アカウント」に

ついて、機能を拡張するので報告する。また、受託事業者については、

簡易公募型プロポーザルにより選定する。 

１ 機能拡張の目的 

（１）現在運用中の ①プッシュ通知機能、②リッチメニュー機能（い

ずれも無償提供機能）に加えて以下の機能を拡充し、区の情報発

信力を強化する。 

（２）国内における月間アクティブユーザー数が９，２００万で、幅広

い年代が利用するＬＩＮＥを活用し、区の情報の受け手を増やす。 

※令和４年９月現在：区公式ＬＩＮＥ利用者は約３万６千ユーザー

２ 拡張する機能（区が提案を求める基本機能） 

NO 機能名 機能内容 

１ 区・A-メ

ールとの

連動 

A-メールと同様に、ユーザーが希望したジャン

ルの情報を配信する。A-メールのジャンル設定

と同一（現行１５ジャンル）とし、連動して同

一ジャンルの情報を配信できるようにする。

２ 通報 道路の不具合や不法投棄等について、写真や位

置情報を添付して通報できる。 

３ 入園検討

支援 

保育園入園の指数シミュレーション及び居住地

等の周辺の保育園検索ができる。 

４ チャット

ボット

質問事項について選択肢を表示する（シナリオ

型）もしくは質問内容を識別し自動で回答を表

示する（ＡＩ型）機能を導入する。 

５ セグメン

ト配信

「居住地」「生まれ年」などを登録し、対象者

を限定した配信を可能とする。 

（例：高齢者、若年者別の配信など） 

６ リッチメ

ニュー

画面下部に配置するメニューにホームページや

他アプリケーションに遷移するボタンを複数配

置する。 
※現行の無償機能では、最大 6つまで配置可能

※上記１～２及び４～６については、令和２年第３６５号及び令和４年第４６５号

として個人情報審議会において審議・承認事項。３については個人情報を収集・

閲覧しない。
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３ 事業者の選定 

今回拡張する機能に加え、他の有効な機能提案、将来的な拡張性、

費用対効果等を総合的に判断するため、簡易公募型プロポーザルで事

業者を選定する。 

（１）稼働時期

令和４年度中

※ただし、簡易公募型プロポーザルでの提案内容による。

（２）提案限度価格

３，２４０，０００円（消費税込み）

（３）選定会議委員（予定）

・ 政策経営部長

・ 財政課長

・ ＩＣＴ戦略推進担当課長

・ 情報システム課長

（４）今後の予定

時期 内容 

９月下旬～１０月中旬 事業者募集 

１０月下旬 事業者特定・結果公表 

令和４年度中 運用開始 

【参考情報】現行のＬＩＮＥ公式アカウント概要 

（１）導入システム名

足立区ＬＩＮＥ公式アカウント

【アカウント名】足立区

【アカウントＩＤ】@adachicity

（２）運用開始日

令和２年９月１４日（月）

（３）ユーザー数（令和４年９月１日現在）

３５，８７８ユーザー

（４）経費

ＬＩＮＥ株式会社から無償提供されている機能を活用

問 題 点 

今後の方針   簡易公募型プロポーザルの手続きを進め、年度内の運用開始を目指す。 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和４年９月２６日 

件  名 「個人情報の保護に関する法律」の改正に伴う対応について 

所管部課名 政策経営部 区政情報課 

内 容 

個人情報の保護に関する法律の改正（以下「改正法」という。）に伴い、

区の個人情報保護制度のあり方について、足立区情報公開・個人情報保護

審議会（以下「審議会」という。）より別紙のとおり答申があったので報

告する。 

１ 法改正の経緯と主な内容 

（１）各地方自治体の個人情報保護条例の規定・運用の相違が課題になっ

ていた。 

（２）課題に対応するため、地方自治体を含む行政機関や民間事業者等の

個人情報保護制度について、全国的な共通ルールを法律で規定し、国

がガイドライン等を示すことにより、的確な運用を確保することにな

った。 

（３）各地方自治体の審議会へ個人情報を伴う業務委託や外部提供を事前

諮問することが原則できないため、区独自に新たな個人情報保護対策

を講じる必要が生じた。 

２ 答申の概要 

（１）審議会の役割について

改正法の施行に伴い、個人情報の取扱いについて、類型的に審議会

へ事前諮問できない。個人情報の漏洩等の事故を未然に防止する仕組

みとして、外部有識者複数名が加わる区内部組織を設置し、事業実施

前に個人情報の取扱いを確認・評価することが望ましい。 

（２）要配慮個人情報について

改正法の規定では、条例により要配慮個人情報を独自に定めること

ができるとしているが、足立区の地域特性その他の事情を考慮しても

区独自に条例で規定する必要性はないと考える。 

（３）開示請求の決定期限について

現行の区民サービスの水準を低下させることのないよう、決定期限

はこれまで同様の１４日以内とすることが望ましい。 

（４）個人情報ファイル簿について

作成方法や管理等について、改正法施行までに規則で規定すること

が望ましい。 

（５）特定個人情報保護条例について

内容が重複する部分を確認・整理することが望ましい。
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（６）個人情報保護対策について

個人情報を安全に取り扱うために、今まで以上に個人情報保護対策

について理解を深める必要がある。区政情報課は、区の個人情報保護

が十分に図られるような仕組みを構築することが望ましい。 

３ 審議会の審議経過 

４ 今後の予定 

令和４年１０月 個人情報保護制度のあり方について区の方針を策定 

令和４年１２月 第４回定例議会に改正法施行に伴う関連条例の廃止、

制定、改正を提出 

令和５年 ３月 改正法施行に伴う関連規則等を整備 

令和５年 ４月 地方自治体に対して改正法が適用 

令和３年 ９月９日 

・ 「足立区の個人情報保護制度のあり方」

について審議会に諮問

・ 専門的知見のある学識経験者で構成され

る小委員会において調査検討を開始

令和４年 

３月２８日 ・ 小委員会より調査検討の中間報告

７月２８日 
・ 小委員会より審議会へ最終報告

・ 審議会より答申

問 題 点 

今後の方針 

審議会答申を踏まえ、個人情報保護措置のレベルが従来通り保たれるよ

う、関連条例や運用ルールを策定していく。 
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令和４年７月２８日 

足立区長 

近藤 やよい 様 

足立区情報公開・個人情報保護審議会 

会長 川合 俊樹 

足立区の個人情報保護制度のあり方について 

令和３年５月１９日に公布された、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の

整備に関する法律」により改正された「個人情報の保護に関する法律」（以下「改正

法」という。）の施行に伴い、足立区情報公開・個人情報保護審議会（以下「審議会」

という。）諮問第４３２号について、足立区情報公開・個人情報保護審議会で審議し

た結果、以下のとおり答申する。 

１ 総論 

足立区の個人情報保護制度については、国の法制化に先立ち制定され、審議会や実

施機関等の取組みによりその基盤が築かれてきた。この度の改正法の施行は、全国的

な共通ルールを法律で規定するとともに、国がガイドライン等を示すことにより、各

地方自治体で規定している個人情報保護条例に替わる規律を整備したものである。 

これまで足立区における個人情報保護制度は、事業実施前に区民や専門家に諮るこ

とにより、透明性と個人情報保護を確保してきた。法改正後は区も法に則った対応が

求められるが、今まで培った個人情報の保護対策に加えて、個人情報の運用を事前に

内部評価するなど区独自のルールを充実させることにより、保護対策を万全のものと

し区民の信頼に応えるものとすべきである。 

２ 論点の設定 

個人情報保護委員会より公表された、「個人情報の保護に関する法律についてのガ

イドライン（行政機関等編）」「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガ

イド（行政機関等向け）」「個人情報の保護に関する法律についてのＱ＆Ａ（行政機

関等編）」等を検討した結果、以下のとおり論点を整理した。 

（１）審議会の役割について

（２）要配慮個人情報について

（３）開示請求の決定期限について

（４）個人情報ファイル簿について

（５）特定個人情報保護条例について

（６）個人情報保護対策について
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３ 論点別の意見 

（１）審議会の役割について

審議会は外部の視点から個別具体的に審査する区の附属機関として長い歴史を

もち、足立区における個人情報保護の運用に多大な貢献を果たしてきた。 

しかしながら改正法施行に伴い、個人情報の取得、利用、提供などを類型的に審

議会へ諮問する区独自の条例を定めることは認められない旨を国は示しているた

め、審議会に事前諮問することは困難となる。 

とはいえ、改正法施行後においても、現状の足立区における個人情報保護の対策

の水準を維持することは不可欠であるため、個人情報の恣意的な内部利用や、講じ

た個人情報保護対策を評価するなどの個人情報の漏えい等の事故を未然に防ぐ、新

たな仕組みをつくる必要があると考える。具体的には、専門的知見を有する外部有

識者が複数名加わる区内部組織（仮称・足立区個人情報保護評価委員会）を区独自

に設置し、事業実施前に個人情報の取扱いを確認・評価することが望ましい。 

（２）要配慮個人情報について

改正法第２条第３項では要配慮個人情報として一定の情報を定義しているが、こ

れに加えて第６０条第５項の規定では、地方自治体は地域特性その他の事情に応じ

て、条例により要配慮個人情報を独自に定めることができるとしている。 

区ではこれまで、特に配慮を要する情報として、①思想、信条及び宗教に関する

事項、②人種及び社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項、③犯罪に関す

る事項について、足立区個人情報保護条例第１１条で収集を原則禁止してきたとこ

ろ、これらの情報は全て改正法第２条第３項に規定されている要配慮個人情報に含

まれており、足立区の地域特性その他の事情を考慮しても、区独自に条例で規定す

る必要性はないと考える。 

（３）開示請求の決定期限について

保有個人情報の開示請求に対する決定期限については、「足立区個人情報保護条

例」で１４日以内と規定し、短期間で情報公開を行い、透明性や区民サービスの向

上に努めている。改正法はこれを３０日以内と規定しているが、改正法の規定に反

しない限り、決定期限を地方自治体が独自に定めることを妨げないとしている。 

現行の区民サービスの水準を低下させることのないよう、決定期限は、これまで

同様１４日以内とすることが望ましい。 

（４）個人情報ファイル簿について

改正法第７５条第 1項の規定により、地方自治体は個人情報ファイル簿の作成及

び公表が義務付けられている。 

足立区は７０万人弱の人口を有する自治体であり、多種多様な個人情報ファイル

を有している。個人情報ファイル簿の正確性を担保するため、その作成方法や管理

等について、改正法施行までに規則で規定することが望ましい。 

（５）特定個人情報保護条例について

足立区においては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
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等に関する法律」（以下「番号法」という。）の施行に合わせて、平成２８年に「足

立区特定個人情報保護条例」を制定し、特定個人情報の取扱いを規定した。 

この度、番号法の改正も実施され、特定個人情報の取扱いについて、多くの部分

で改正法の内容が適用された。改正法施行までに、内容が重複する部分を確認・整

理することが望ましい。 

（６）個人情報保護対策について

改正法施行後は「相当の理由」がある場合に個人情報の内部利用が認められるこ

ととなり、個人情報の共有が進むと推測される。個人情報を安全に取り扱うため、

区職員は個人情報の利用範囲や共有範囲について常に意識し、今まで以上に個人情

報保護対策や法の解釈や運用について理解を深める必要がある。 

区政情報課は、区の個人情報保護が十分に図られるよう、法に基づく個人情報の

取扱いについて、職員向け研修の充実、内部評価委員会の活用や外部点検委託など

通じて、定期的に確認できる仕組みを構築することが望ましい。 

以上 
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